
  【人権ホットライン】
  ☎073ｰ421-7830　FAX073-435-5421
  　相談日＝月～金曜9:00～16:00
  【弁護士による法律相談】 
  ☎073-435-5420　FAX073-435-5421
  　相談日＝第２・４木曜13:00～16:00 
  　和歌山ビッグ愛（注１）２階
県庁人権局　☎073-441-2563　FAX073-433-4540
　相談日＝月～金曜9:00～17:45
振興局総務県民課　相談日＝月～金曜9:00～17:45
【児童相談所全国共通ダイヤル】　☎189（２４時間対応）
児童相談所　相談日＝月～金曜9:00～17:45
　県子ども・女性・障害者相談センター
　　☎073-445-5312　和歌山市毛見1437-218
　県紀南児童相談所
　　☎0739-22-1588　田辺市新庄町3353-9
　県紀南児童相談所新宮分室
　　☎0735-21-9634　新宮市緑ヶ丘２-４-８
和歌山児童家庭支援センターきずな
　☎073-460-8044  和歌山市つつじが丘７-２-１
　相談日＝月～金曜9:00～18:00（来所は17:00まで）
【子どもと家庭のテレフォン１１０番】
　☎073-447-1152（24時間対応）
県教育庁義務教育課児童生徒支援室
【教育相談電話】　☎0739-23-1988　☎073-422-7000
　相談日＝月～金曜9:00～12:00/13:00～17:00
【いじめ相談電話】　☎073-422-9961（２４時間対応）
【県警察本部ヤングテレフォン・いじめ１１０番】　☎073-425-7867
　相談日＝月～金曜9:00～17:45※夜間・土日祝は当直
若者総合相談　Ｗith Ｙou（ウィズ・ユー）
【電話】　☎073-428-0874（おはなし）
　　　　☎0736-32-0874 ☎0739-24-0874
　相談日＝月～金曜10:00～17:00
【メール】  http://with-you-wakayama.jp(パソコン専用)
http://with-you-wakayama.jp/mobile/(携帯電話専用)
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県精神保健福祉センター
【こころの電話】 ☎073-435-5192  FAX073-435-5193 
　相談日＝月～金曜9:30～12:00/13:00～16:00
　和歌山ビッグ愛(注１)２階
【自殺対策】　☎073-424-1700 
【ひきこもり支援】　☎073-424-1713
　相談日＝月～金曜9:00～17:45
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【障害者権利擁護相談(弁護士相談）】
和歌山弁護士会　☎073-422-4803　FAX073-436-5322
　相談日＝11月・1月第３金曜、12月第1・3金曜、2月第1金曜
　和歌山市四番丁5　和歌山弁護士会館
新宮保健所 相談日＝2月7日　橋本保健所 相談日＝2月21日
　※各日とも13:00～14:30
県発達障害者支援センター ポラリス
　☎073-413-3200　FAX073-413-3020 
　相談日＝月～金曜10:00～16:00（水曜の午前中を除く）
　和歌山市今福３-５-４１　愛徳医療福祉センター内
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県労働相談室　☎073-436-0735 和歌山市北出島1-5-46
　相談日＝火～金曜16:00～20:00　土・日曜10:00～16:00 
県労働委員会（要予約）　☎073-441-3781
　相談日＝第１・３水曜13:00～15:00
県警察本部警察相談課
【犯罪被害や県民の安全・平穏等に関する相談】
　#9110（プッシュ回線・携帯電話等） ☎073-432-0110
　※緊急を要する場合は１１０番　（２４時間対応）

県人権啓発センター、県庁人権局、振興局総務県民課
県男女共同参画センター“りぃぶる”
県教育庁義務教育課児童生徒支援室
県精神保健福祉センター 
　※内容に応じて、関係機関等と連携し対応します。
　※電話・時間等については、各窓口の記載をご覧ください。外
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※面接相談、弁護士相談は事前予約が必要です。
※相談日については、祝日や年末年始などの対応が各窓口で異なる場合があります
ので、詳しくはお問い合わせください。

（注１）和歌山ビッグ愛：和歌山市手平２-１-２
（注２）市町村が設置する高齢者の生活を支援する総合窓口

｝FAXは「こころの電話」に同じ
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【エイズ夜間電話相談】　☎073-474-3222
　相談日＝火曜19:00～21:00
県庁健康推進課［ハンセン病相談窓口］
　☎073-441-2643　FAX073-428-2325
　相談日＝月～金曜9:00～17:45
県難病･子ども保健相談支援センター
　☎073-445-0520　FAX073-445-0603
　相談日＝月～金曜9:00～17:45
　和歌山市紀三井寺８１１-１　県立医大病院３階
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県成年後見支援センター　☎073-435-5248　
　相談日＝月～金曜 9:00～17:30
　和歌山ビッグ愛（注1）７階　県社会福祉協議会内
　※地域包括支援センター（注２）でも受け付けています。
県認知症支援協会　　　0120-969-487 ☎073-423-5771
　相談日＝月～金曜10:00～15:00
　和歌山市四番丁５２ハラダビル２階　
　※地域包括支援センター（注２）でも受け付けています。

県男女共同参画センター“りぃぶる”【電話】　☎073-435-5246
　相談日＝第２水曜16:00～19:30

男
性

だ
ん
せ
い

県子ども・女性・障害者相談センター ☎073-445-0793
相談日＝【電話】9:00～22:00（受付は21:30まで）
　　　  【面接】月～金曜9:00～17:45（要予約）
　※振興局健康福祉部でも受け付けています。
紀南ＤＶセンター　☎0739-24-3322（24時間対応）
性暴力救援センター和歌山「わかやまmine（マイン）」
☎073-444-0099（オーエンキューキュー）
相談日＝【電話】9:00～22:00（受付は21:30まで）
　　　  【面接】月～金曜9:00～17:45（要予約）
　※緊急医療（避妊等）に関するものは、毎日9:00～22:00まで
　　【総合相談・男女とも】　☎073-435-5246
 　相談日＝【電話】火～日曜9:00～20:00（日曜は16:30まで）
 　【面接・女性のみ】火～日曜9:00～16:30（日曜は15:00まで）
 【カウンセリング（電話・面接）】
 　相談日＝第１～3金曜13:00～15:40
 【法律相談（面接）】相談日＝不定期13:00～14:50
 　和歌山ビッグ愛（注１）９階
 【保健師による電話・メール相談】
 　相談日＝【電話】月～金曜9:00～17:45
 　　岩出保健所　☎0736-61-0049　
 　　湯浅保健所　☎0737-64-1294　
 　　田辺保健所　☎0739-22-1200（内線676）
 　【メール】　e0412004@pref.wakayama.lg.jp
 【医師による面接相談（要予約：上記保健所）】
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県庁県民生活課　☎073-441-2350
　相談日＝月～金曜9:00～17:45
（公社）紀の国被害者支援センター　☎073-427-1000
　相談日＝月～金曜10:00～16:00、土曜13:00～16:00
県国際交流センター ☎073-435-5241 FAX073-435-5243
　【英　語】相談日＝月・火・木・金・土・日曜 10:00～17:00
　【中国語】相談日＝月・火・木・金・土・日曜 10:00～17:00
　【フィリピノ語】相談日＝月・木・土曜  10:00～16:00
　（要予約）和歌山ビッグ愛（注１）８階

人権に関わる主な相談窓口
じんけん かか おも そうだん まどぐち
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認知症の本人や家族支援
（一社）和歌山県認知症支援協会

●わかやま認知症なんでも電話相談
　　　0120-969-487
●認知症の人と家族の相談交流会
　認知症の人や家族が参加し、定期的に意見交換や
情報交換できる場を提供しています。

認知症サポーター・認知症サポーター養成講座
　認知症の方をさりげなく見守り、必要な支援や適切な
対応ができる認知症サポーターの養成に取り組んでい
ます。認知症サポーター養成講座を受講した方が認知
症サポーターとなり、目印とし
てオレンジリングが手渡されま
す。
　認知症サポーター養成講座は
主に市町村が開催しています。

　
小中学生サポーター養成支援

　認知症サポーターになってくれる人を増やすため、
小学生および中学生向け認知症サポーター養成講座
用テキストを各市町村へ提供しています。
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。
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　周囲の理解の無さや偏見により、
知らず知らずのうちに当事者の人権
が無視されていることがあります。
認知症だから考えられないだろうと、認知症の人が自
分のことを決める機会を奪ってはいないでしょうか。
一番良い形を見出し実現していくためには、まず当事
者の声を聴き、一緒に話し合うという過程が、当事者
にとっても家族にとっても大切です。
　私たちは、当事者や家族がどうありたいかの形に近
づけられるよう、今その人に必要なこと、望むことを
考えながらこれからも関わっていきたいと思います。

 インタビュー
認知症ケア上級専門士・カウンセラー　
林　千惠子さん
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、
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す
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る

　
認
知
症
に
な
っ
た
と
き
に
最
初
に
気
づ
く

の
は
本
人
で
す
。「
認
知
症
の
人
は
何
も
分
か

ら
な
い
」の
で
は
な
く
、
悩
ん
だ
り
、
苦
し

ん
で
い
る
の
は
他
で
も
な
い
本
人
で
す
。
ま

た
、
介
護
す
る
家
族
に
も
大
き

な
負
担
が
か
か
り
ま
す
。

家
族
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い
ま
」の
気

持
ち
を
知
る
こ
と
や
、

地
域
の
方
の
で
き
る

範
囲
で
の
お
手
伝
い

が
、
家
族
の
方
の
負

担
を
少
し
で
も
軽
く

す
る
こ
と
に
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り
、

認
知
症
の
人
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も
良

い
影
響
を
与
え
ま
す
。
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